
 

令和７年７月１１日 

総 務 部 職 員 課 
 
 

職員の処分について 

 

 

職員の処分等を行いましたので、下記のとおり公表します。 

 

 

記 

 

 

１ 処分内容 

① 事故者 

 

 

       

 

  

② 管理監督者 

副区長  口頭注意 

※事故当時：こども未来部 参事 

 

 

２ 事故の概要 

事故者は、令和４年７月１１日頃から同年８月３０日頃までの間、勤務先において、

職員所有の私物合計５点（３，０００円相当）を窃取した。 

 

 

３ 発令年月日 

令和７年７月１１日 

職層 所属 年齢 性別 内容 

主事 こども未来部 ６１ 女性 
諭旨退職 

（退職手当２割減額） 


